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秋田県スキルアップ促進奨励金交付要綱

（趣旨）

第 1条 秋田県スキルアップ促進奨励金（以下「奨励金」という。）の交付については、秋田県財

務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）に規定するもののほか、

この要綱の定めるところによる。

（目的）

第２条 この奨励金は、在職者等の自発的な学び直しの促進を目的とし、厚生労働大臣が指定

する専門実践教育訓練講座（以下「教育訓練」という。）を修了する見込みで受講している者を

対象に、厚生労働省の専門実践教育訓練給付金を受給した場合に交付する。

（交付の範囲）

第３条 本奨励金は、予算の範囲内において、交付する。

（交付対象者）

第４条 奨励金は、次の各号を全て満たす者へ交付するものとする。

（１）教育訓練の受講開始日及び本奨励金の申請日時点において、秋田県内在住の者であること。

（２）令和６年４月１日以降に教育訓練の受講を開始し、６ヶ月を超えて受講していること。

（３）秋田県内の公共職業安定所（出張所を含む）から前号の教育訓練に係る専門実践教育訓練

給付金の支給決定を受けていること。

（奨励金の額及び限度額）

第５条 奨励金は、専門実践教育訓練給付金の最初の支給単位期間に係る支給決定につき、下表

に定める額を支給する。

（交付申請等の手続き）

第６条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる申請

書類一式を、秋田県知事（以下「知事」という。）に提出するものとする。

（１）秋田県スキルアップ促進奨励金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）

（２）請求書（様式第２号）

（３）専門実践教育訓練給付金受給資格者証の写し

（４）領収書の写し

（５）振込先口座が確認できる通帳の写し等

（６）本人確認書類

（７）その他知事が必要と認める書類

奨励金の額及び限度額

奨励金の額 専門実践教育訓練給付金の支給決定額の１／２（千円未満切捨）

限度額 ５万円
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（交付決定）

第７条 知事は、前条の申請書類の内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、

奨励金の交付を決定し、秋田県スキルアップ促進奨励金交付決定通知書（様式第３号）により、

申請者に通知するものとする。

（不交付決定通知）

第８条 知事は、前条の規定による審査の結果、奨励金を交付することが適当と認められない場

合は、秋田県スキルアップ促進奨励金不交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知

するものとする。

（交付決定の取消し及び返還命令）

第９条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、秋田県スキルアップ促進奨励金交付決

定取消通知書（様式第５号）により、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

（２）申請時に誓約した内容に違反したとき。

（３）専門実践教育訓練給付金について、不正受給の判明や都道府県労働局長からの支給決定に

関する取り消しがあったとき。

２ 知事は、前項の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に

対する奨励金が交付されているときは、秋田県スキルアップ促進奨励金返還命令書（様式第６

号）により、当該交付決定者に対し期限を定めて、返還を命ずるものとする。

（報告及び検査）

第１０条 知事は、前条第１項各号についての疑義が生じたときは、奨励金を交付した者に対し、

報告の聴取又は立入検査を行うことができる。

（額の確定）

第１１条 財務規則第２５６条の規定による額の確定は、第７条の交付決定により代えるものと

する。

（手続きの一部省略）

第１２条 この奨励金は、財務規則第２６３条の規定による手続きの一部を省略できるものとし、

手続きを省略できる書類は財務規則第２５３条の補助事業等遂行状況報告書とする。

（その他）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この要綱は、令和６年４月１６日から施行する。
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様式第１号（第６条関係） ※本様式は必ず両面印刷で提出してください。

令和 年 月 日

秋田県知事 佐 竹 敬 久 宛て

申請者 〒 ―

住 所 秋田県

氏 名

（電話番号 ）

秋田県スキルアップ促進奨励金交付申請書 兼 実績報告書

秋田県スキルアップ促進奨励金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請等します。

１ 交付申請額 円

２ 奨励金申請額の内訳

※千円未満切り捨て

３ 対象訓練等

４ 申請者の基本情報

５ 誓約事項

秋田県スキルアップ促進奨励金の申請にあたり、次のとおり誓約します。

（誓約事項をよく読み、☑を入れてください。）

裏面へ続く

専門実践教育訓練給付金受給額

（Ａ）

奨励金の交付割合

（Ｂ）

交付申請額【限度額５万円】

（Ｃ＝Ａ×Ｂ）

円 ２分の１ 円

教育訓練講座名

受講開始日 令和 年 月 日 受講修了予定日 令和 年 月 日

雇用保険被保険者番号 生年月日 年 月 日

電話番号 メールアドレス

□ 交付対象要件を全て満たしているとともに、申請内容に虚偽や不正等はありません。

□ 受講開始日及び申請日において、秋田県内在住で間違いありません。

□ 秋田県から検査、報告、是正についての求めがあった場合は、これに応じます。

□ 不正受給が判明した場合には、奨励金の支給の取消及び返還に異議なく応じます。



4

様式第１号（第６条関係） ※本様式は必ず両面印刷で提出してください。（裏面）

【添付書類】

□ 秋田県スキルアップ促進奨励金交付申請書

□ 請求書（様式第２号）

□ 専門実践教育訓練受給資格者証の写し

□ 領収書の写し

□ 本人確認書類の写し（運転免許証など）

□ 振込先口座が確認できる通帳等の写し



様式第３号（第７条関係）
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指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事 佐竹 敬久

秋田県スキルアップ促進奨励金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった秋田県スキルアップ促進奨励金については、次のとお

り交付することに決定したので、秋田県スキルアップ促進奨励金支給要綱第７条の規定に基づ

き、通知します。

交付決定額 円



様式第４号（第８条関係）
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指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事 佐竹 敬久

秋田県スキルアップ促進奨励金不交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった秋田県スキルアップ促進奨励金の交付については、

次の理由で不交付となりましたので通知します。

（不交付の理由）



様式第５号（第９条関係）
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指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事 佐竹 敬久

秋田県スキルアップ促進奨励金交付決定取消通知書

秋田県スキルアップ促進奨励金の交付決定については、次の理由により取消しましたので、

秋田県スキルアップ促進奨励金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、通知します。

（取消の理由）



様式第６号（第９条関係）
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指令雇労 －

令和 年 月 日

所在地（住所）

法人名

代表者職・氏名 様

秋田県知事 佐竹 敬久

秋田県スキルアップ促進奨励金返還命令書

秋田県スキルアップ促進奨励金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、次のとおり秋田県

スキルアップ促進奨励金の返還を命じます。

返 還 す べ き 金 額 円

返 還 期 限 年 月 日まで

返 還 を 請 求 す る 理 由

指令年月日 年 月 日 指令番号 指令雇労 －

交 付 年 度 年度 補助金等の名称 秋田県スキルアップ促進奨励金

補助金等の支給決定額 円


